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を
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規

則

青
森
県
通
信
印
刷
管
理
費
経
理
事
務
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
通
信
印
刷
管
理
費
経
理
事
務
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
通
信
印
刷
管
理
費
経
理
事
務
管
理
規
則

(

昭
和
六
十
一
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

機
関
を
い
う｣

の
下
に

｢

。
以
下
同
じ｣

を
、

｢

県
土
整
備
部
を
い
う｣

の

下
に

｢

。
以
下
同
じ｣

を
加
え
、

｢

郵
便
物
に
係
る
郵
便
料
金｣

を

｢

文
書
及
び
物
品

(

以
下

｢

文

書
等｣

と
い
う
。)

及
び
本
庁
各
課
等

(

総
務
学
事
課
、
出
先
機
関
、
県
土
整
備
部
、
教
育
委
員
会

事
務
局
及
び
警
察
本
部
を
除
く
。)

に
お
い
て
料
金
後
納
に
よ
る
発
送
の
取
扱
い
を
し
た
文
書
等
に

係
る
郵
便
料
金
等｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
郵
便
料
の
項
中｢

郵
便
物
に
つ
い
て
郵
便
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号)

及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
郵
便
料
金｣

を

｢

文
書
等
及
び
当
該
本
庁
各
課

等

(

総
務
学
事
課
、
出
先
機
関
、
県
土
整
備
部
、
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
警
察
本
部
を
除
く
。)

に
お
い
て
料
金
後
納
に
よ
る
発
送
の
取
扱
い
を
し
た
文
書
等
に
つ
い
て
郵
便
事
業
株
式
会
社
並
び
に

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号)

第
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
か
ら
請
求

の
あ
つ
た
郵
便
料
金
等
の
合
計
額｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
一
年
十
月
青
森
県
条
例
第
八
十
一

号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
と
す
る
。

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
三
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
二
十
三
号)

の
一
部
を
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

者
は｣

の
下
に

｢

、
岸
壁
、
桟
橋
又
は
物
揚
場

(

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

、
荷
役
機
械
、
上
屋
、
野
積
場

(

第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

、
船
舶
給
水

施
設
及
び
ひ
き
船

(

以
下

｢

岸
壁
、
桟
橋
又
は
物
揚
場
等｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
県
以
外
の
港
湾

管
理
者
が
管
理
す
る
岸
壁
、
桟
橋
又
は
物
揚
場
等
に
相
当
す
る
施
設
に
係
る
使
用
の
許
可
の
申
請
書

の
様
式
と
の
統
一
を
図
る
こ
と
に
よ
る
負
担
の
軽
減
等
を
勘
案
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
の

ほ
か｣

を
加
え
、
同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
二
号
様
式｣

を

｢

第
一
号
様
式｣

に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中｢

第
三
号
様
式｣

を｢

第
二
号
様
式｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中

｢

第
四
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

船
揚
場

(

八
戸
港
の
上
架
設
備
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。)

船
揚
場
使
用
許
可
申
請
書

(

第
四
号
様
式)

第
二
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中｢

第
八
号
様
式｣

を｢

第
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中

｢

第
十
号
様
式｣

を

｢

第
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中

｢

第
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中

｢

第
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
を
削
る
。

第
三
条
第
一
号
中

｢

第
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
十
六

号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
十
七
号
様
式｣
を

｢

第
十
二
号
様

式｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

小
型
船
舶
用
浮
桟
橋｣

の
下
に

｢

、
船
揚
場｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
十
九
号
様
式｣
を

｢
第

十
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
二

十
一
号
様
式｣

を

｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

入
港
料
減
免
申
請
書

(

第
二
十
二
号
様
式)

｣

を

｢

県
以
外
の
港
湾
管
理
者

が
管
理
す
る
港
湾
に
係
る
入
港
料
の
減
免
の
申
請
書
の
様
式
と
の
統
一
を
図
る
こ
と
に
よ
る
負
担
の

軽
減
等
を
勘
案
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

第
四
条｣

の
下
に

｢

、
第
七
条
第
三
項｣

を
加
え
、

｢

第
二
条
第
一
号
に
掲

げ
る
港
湾
施
設｣

を｢

港
湾
施
設(

岸
壁
、
桟
橋
又
は
物
揚
場
等
に
限
る
。)

｣

に
、｢

及
び
条
例｣

を

｢

、
条
例｣

に
改
め
、

｢

届
出｣

の
下
に

｢

及
び
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
料

の
減
免
の
申
請｣

を
加
え
、

｢

第
五
十
条
の
二
第
六
項｣

を

｢

第
五
十
条
の
二
第
六
項
第
一
号｣

に

改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
削
り
、
第
二
号
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第
三
号
様
式
を
第
二
号
様
式
と
し
、

第
四
号
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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( )

第
五
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
様
式
を
第
五
号
様
式
と
し
、
第
九
号
様
式

を
削
り
、
第
十
号
様
式
を
第
六
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
四
様
式

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
四
号
様
式
を
削
り
、
第
十
五
号
様
式
を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
十
六
号
様
式

か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
を
五
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
二
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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